
長時間勤務にかかる健康管理対策フロー 

人事課 所属長 職員 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.02 

・疲労蓄積度チェックリス
トの提出 

（産業医面談希望の有無） 

①産業医 

【一般健康相談】 

月３０時間以上の時間外勤務 

・長時間勤務報告書の提出 

・疲労蓄積度チェックリスト 

提出の指示 

 

面談の必要性 ⇒ チェックリスト、疲労蓄積、過去の状況等をもとに産業医が総合的に判断 

 

① 産業医の面談       ：100時間超、平均 80時間超で疲労蓄積あり、本人の希望あり 

② 心療内科・神経科医の面談 ：医療的アプローチが必要であると判断される者 

③ 臨床心理士の面談     ：カウンセラーによるフォローが必要であると判断される者 

③臨床心理士 

【こころの相談室】 

必要時は産業医の面談

を勧奨 

保健師 

 【健康相談】 

産業医から助言指導 
産業医から助言指導及び

疲労蓄積度報告 

 

過去の健康診

断の結果等 

 

健康診断 

産業医からの助言指導報告 

産業医からの助言指導報告 

②心療内科・神経科医 

【精神衛生相談】 

①100時間超 or平均 80時間超で疲労 or本人希望 

②医療的アプローチが必要 

③カウンセラーによるフォローが必要 

随時実施 


